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敗
戦
後
、
豊
富
な
紙
資
源
の
あ
る
北

海
道
へ
東
京
の
出
版
社
・
青
磁
社
が
進
出

し
て
き
ま
し
た
。更
科
は
青
磁
社
の
詩

歌
雑
誌
編
集
に
参
加
し
ま
す
。

　

青
磁
社
で
は
高
村
光
太
郎
の
全
集
を

出
版
す
る
計
画
が
あ
り
、
そ
の
説
得
に

更
科
は
１
６
４
６（
昭
和
21
）年
11
月
、
岩

手
県
大
田
村
山
口
に
疎
開
し
た
ま
ま
で

い
る
高
村
光
太
郎
の
も
と
を
訪
ね
ま
す
。

そ
の
帰
り
道
、
山
形
の
真
壁
仁
を
訪
ね
、

以
前
に
終
刊
し
た「
至
上
律
」の
復
刊
を
相

談
し
ま
す
。

　

相
談
を
受
け
た
真
壁
は「
過
去
の
い
か

な
る
日
よ
り
も
、
詩
人
は
い
ま
自
由
な

人
間
と
し
て
発
言
で
き
る
と
き
を
む
か

え
て
い
る
…
」（『
野
の
自
叙
伝
』真
壁
仁
）と

思
い
、
12
月
に
北
海
道
に
出
掛
け
て「
詩

と
詩
論
の
権
威
あ
る
雑
誌
を
め
ざ
す
こ

と
」（
同
）、
二
人
が
編
集
責
任
者
に
な
り
、

札
幌
の
青
磁
社
を
発
行
所
に
す
る
こ
と

で
意
見
が
一
致
し
ま
し
た
。「
至
上
律（
第

二
次
）」の
編
集
委
員
は
、
片
山
敏
彦
、
神
保

光
太
郎
、
大
江
満
雄
、
亀
井
勝
一
郎
、
藤

原
定
、
北
川
冬
彦
、
丸
山
薫
、
中
山
省
三

郎
の
８
人
に
依
頼
。編
集
会
議
を
１
９
４

７（
昭
和
22
）年
５
月
、箱
根
の
強
羅
温
泉

で
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
中
に
、
現
役
の
詩
人
で
は
な
い

亀
井
勝
一
郎
が
い
ま
す
。以
前
、
更
科
は

「
日
本
文
化
の
中
心
を
な
し
た
大
和
の

文
化
が
光
か
が
や
く
花
さ
く
時
代
に
生

ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
暗
黒

時
代
の
中
か
ら
光
を
求
め
て
成
長
し
た

も
の
で
あ
る
…
」と
い
う
亀
井
の
文
を
読

ん
で
い
ま
し
た
。敗
戦
後
の
混
乱
し
た

日
本
に
お
い
て「
こ
の
索
漠
と
し
た
世
界

に
荒
廃
し
き
っ
た
土
に
新
し
い
詩
文
学

の
芽
を
育
て
て
行
き
た
い
」と
い
う
更
科

の
思
い
と
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

同
人
に
入
っ
て
も
ら
っ
た
の
で
し
た
。

　

同
年
７
月
に
季
刊
で
創
刊
し
た「
至
上

律（
第
二
次
）」は
、１
９
４
９（
昭
和
24
）年

２
月（
第
７
集
）ま
で
発
行
し
ま
し
た
が
、

東
京
の
出
版
事
情
の
好
転
や
青
磁
社
の

経
済
事
情
に
よ
り
、
札
幌
か
ら
撤
退
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。６
月
に
第
８
集
を

「
ポ
エ
ジ
イ
」と
改
題
し
て
発
行
。そ
し
て

廃
刊
に
な
り
ま
し
た
。

　

札
幌
青
磁
社
が
閉
鎖
さ
れ
た
と
き
、

更
科
の
失
業
祝
い
を
し
て
く
れ
た
仲
間

た
ち
が
い
ま
し
た
。こ
の
仲
間
た
ち
が

そ
の
後
、
文
筆
請
負
業
を
編
み
出
し
、
北

海
道
大
学
の
高
倉
新
一
郎
教
授
を
ひ
っ

ぱ
り
出
し
て
北
海
道
内
の
市
町
村
史
な

ど
を
手
掛
け
る
こ
と
に
な
る
、
俗
称「
浪

人
長
屋
」や
、
戦
後
の
北
海
道
文
化
を
け

ん
引
し
た「
コ
ッ
ク
リ
会
」の
基
礎
と
な
っ

た
人
た
ち
で
し
た
。

『至上律（第二次）』

●更科源藏資料紹介

第
78
回

原

野

紀

行

更科源藏（さらしなげんぞう）
●1904（明治37）年、弟子屈
町熊牛原野（南弟子屈）に生
まれ、1985（昭和６0）年に81
歳で逝去。東京麻布獣医学
校を中退した後、尾崎喜八、
高村光太郎に師事し、詩作
を中心に郷土史、アイヌ文
化研究など主に文学活動
を続けた。
▶ 弟子屈町で所蔵している

さまざまな資料を紹介す
る。

著書の検印などに使っ
ていた自作のエゾシカ
印

1947年５月12日「至上律（第二次）」編集委員会
前列左から片山敏彦、神保光太郎、大江満雄、亀井勝一郎、藤原定
後列左から北山冬彦、丸山薫、真壁仁、更科、浦池歓一

「至上律（第二次）」創刊号
（札幌青磁社刊）

冬を迎える前に…

　今年も冬将軍が近づいて来ています。冬場に長期間留守にするときや外気温
が氷点下になると、水道が凍結しやすくなります。屋外や北側で日が当たらない
場所、風当たりが強いところ、むき出しになっている水道管などは、特に凍結に
注意が必要となります。
　例年、漏水や凍結が発生するとお問い合わせがありますが、町が敷設した水道
管（本管）から各家庭や事業所までの間で水道管の漏水が発生した場合は、各戸の
負担により漏水修理を行っていただくことになります。
　また、給水管から蛇口までの給水装置の修繕についても、各戸の負担となります。
　（凍結や漏水修理などの修繕費も各戸負担です）

水道本管以外の修理は各戸負担となります

　水道工事は、ごく簡単な修理（例・パッキンの取り換え）など、給水装置の末端に設置されている部品の取り換え以
外の水道の給水工事については、「水道法」の規定により町長が指定した「指定給水装置工事事業者」以外はできない
こととなっています。
　町で指定している給水工事が実施できる事業者は、下の表のとおりですのでご確認ください。
　町では、水道料金算定のための検針時に、前月と比較して概ね２倍以上の使用水量があった場合、漏水調査に伺っ
ています。調査により漏水の発生があ
った場合は、１カ月以内に漏水の修理
を行っていただきます。
　本管から給水装置（蛇口まで）の間で、
破損などによる漏水が発生した場合、
１カ月以内に修理を行わないときは、
漏水による水道料金も含めてお支払
をしていただくことになります。
　なお、修理期限についてですが、冬
期間に家の外で漏水が発生し、地面の
凍結などで工事ができない場合は、水
道課から修理をしていただく期限を
お知らせしますので、期限内に修理を
行ってください。
　また、各家庭などにおいて漏水を発
見し、修理を水道事業者に依頼された
場合には、役場水道課にも必ずご連絡
をお願いします。

水道工事は町指定の「指定給水装置工事事業者」で行ってください

弟子屈町指定給水装置工事事業者（登録番号順）

㈲鎌田水道工務店
㈱協和建設

鋼管建設工業㈱

㈱近藤建設

㈱佐藤建設工業
㈱大栄電業

㈲服部水道工務店

明盛建設㈱

協和建設工業㈱

後藤工務店㈲

㈱竹崎工業

㈲細谷設備

㈱ホームクリニックオオサキ

㈲釧路設備工業

高栄３‐１‐６

高栄１‐２‐２

美里４‐１‐20

鈴蘭２‐１‐11

高栄２‐９‐12

泉４‐10‐３

摩周１‐２‐１

桜丘３‐１‐６

釧路市愛国西３‐33‐22

釧路市若松町16‐12

中標津町計根別本通東５‐20‐１

別海町西春別駅前錦町200

釧路町若葉５‐26

別海町別海旭町131

指定店名 住　　　所 電話番号
482‐2140

482‐1477

482‐1066

482‐2677
482‐1703

482‐1060

482‐4217

482‐2369

01543178

01540039

01532626

01532144

01542325

01532240

東陽設備㈲ 大空町東藻琴村291 01522753
大倉工業㈱ 釧路市光陽町６‐６ 01545176
㈱共立 釧路市松浦町11‐３ 01540808
綜合設備㈱ 釧路市入江町７‐27 01543166
太平洋設備㈱ 釧路市春採16‐17 01543414

第一水道工業㈱ 釧路市入江町８‐５ 01543474
協和水道㈱ 別海町別海142 01532362

東亜産業㈱ 釧路市川端町６‐12 01549801

問い合わせ先／役場水道課☎４８２‐２９４２（課直通）

指定給水装置工事事業者等の
指定の廃止

　町では、指定給水装置工事事業者およ
び排水設備工事指定の指定の廃止を行い
ました。

▼会社名／マルケイオクヤマ建工㈲

▼住所／釧路市星が浦南１丁目１番６号

▼  廃止内容／指定給水装置工事事業者・
排水設備工事指定店

❑弟子屈町長　德永哲雄


